
こども家庭センター

参加

17:00

26

事前申込参加運転寿命延伸についての講話、安全運転診断

0558-76-8008

参加 事前申込

10:00 ファミリーサポートセンター交流会

「作って遊ぼう！知育おもちゃ」

内容 知育おもちゃの紹介・製作、会員交流会

来年度の計画・部会活動

16:30

14:30

11:30

参加 不可

0558-76-8010

大仁庁舎

第2会議室

いずっち訪問看護ステーション
管理者会17:00

長寿介護課

内容

参加

認知症施策について／チーム対象者および

助言依頼ケースの支援方法の検討
参加

社会福祉協議会

16:00

13
18

長寿介護課

0558-76-8010

大仁庁舎

第5会議室

木

内容

16
19:00

医療と福祉の多職種勉強会
20:30

月 内容

18

水

認知症地域支援推進員連絡会/認知

症初期集中支援チーム員会議
26

土

訪問ステーション管理者会議内容

13:00 介護予防体操スタッフフォロー
アップ研修、ミーティング

木

大仁庁舎

第3会議室

大仁庁舎

第1会議室
27

17:00

金

16:00

内容
救命講習、介護予防体操教室実施につい

ての情報共有

今年度の部会の反省会

主任介護支援専門員連絡会

相談支援事業所部会

内容

韮山福祉・保健

センター２階研

修室

長岡庁舎

第１～３会

議室

長寿介護課

参加 歓迎

Zoom

韮山福祉・保

健センター

0558-76-8010

今回の講師は

モンゴルで医務官をしている“北澤彰浩先生”

055-949-5818

ボランティア講座、事業説明会（講師派遣

等）

高齢者安全運転講座

12

事前申込火

大仁庁舎

第１会議室

長寿介護課

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室

長寿介護課

13:15

0558-76-8010

18

水

16:30
24

令和８年度　いきいきサロン等事

業説明会12:00

10:00

事前申込

不可

0558-76-8010

火 内容
『糖尿病性腎症重症化予防のための普及・啓発』～糖尿

病性腎症の実態と人工透析導入を防ぐための取組み～
参加 事前申込

16:00

17:00

木

内容 参加

伊豆保健医療センター

0558-76-0111

金
水

13:00

16:10

28

内容

長寿介護課

参加

0558-76-8007

障がい福祉課

不可

不可

日 時間 研修会・会議等イベント名 場所 主催

10
17:00

第25回地域づくり会議
順天堂大学

静岡病院

第１会議室/zoom

順天堂大学静岡病院/

長寿介護課

18:00 0558-76-8010

木 令和７年度報告、令和８年度計画について

20:00

不可

第2回伊豆の国市介護予防事業

評価委員会

内容

19:00

参加

大仁庁舎

第3会議室
相談支援事業所部会12

障がい福祉課

0558-76-8007

地域課題内容 参加 不可

●シズケア＊かけはしの利用料負担終了について

本市では地域住民に対する多職種・多機関のチームによ

る一体的で効率的なサービス提供体制を構築するため、

市内事業所の「シズケア＊かけはし」の基本利用料（令

和7年４月分～令和８年３月分）を全額負担しています。

令和８年４月以降は、各事業所でご負担いただく形とな

ります。登録削除をする場合、今年度は市が取りまとめ

て手続きを行うため、添付の登録情報削除届出書に必要

事項を記入し、長寿介護課宛にメールまたはFAXで

3/17（火）までに提出をお願いします。

FAX：0558-76-8029

メールアドレス：sien@city.izunokuni.shizuoka.jp

●シズケア＊かけはしの利用に関するアンケートに御協

力お願いします

アンケートは、5分程度で、10問程度の簡単な内容と

なっております。以下のフォームまたは

QRコードからアンケートにご参加いただ

けると幸いです。

あ く し ゅ
行政情報発信誌 令和8年2月2日発行

静岡県伊豆の国市役所

福祉事務所 社会福祉課

電話：0558－76－8004

内容等変更の可能性があります。開催につきましては、各主催者にお問い合わせ下さい。

2月のお知らせ

伊豆の国市から、医療・福祉・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信！

重層的支援体制整備事業における、模擬支援会議を実施

しました。実在するケースを取り上げ、重層事業の支援

会議をどのように進めていくかを学びました。講師の安

藤千晶氏（静岡市清水医師会総合相談部部長）にファシ

リテートしていただきながら、現在支援にあたっている

関係者が登壇し、対象者世帯全体の問題点、課題、役割

分担について話し合いました。その他多くの参加者は

“模擬”支援会議ですので、見学者としての参加でした

が、支援会議の進め方について少しイメージがついたと

の意見をいただきました。

模擬支援会議を実施しました

今月の１枚

インフォメーション



　

　市では、令和８年２月下旬から順次支給を開始します。

　これに伴い、市が把握する支給対象者の皆様には、令和８

年１月23日付けで「支給のお知らせ」を郵送しました。お手

元に届いた皆様は原則申請不要で、令和８年１月31日時点の

児童手当受給口座（本市での児童手当が既に消滅となってい

る場合は、消滅した時点の口座）に支給します。

　お手元に届いていない支給対象者の皆様については、手当

の支給を受けるために申請が必要です。世帯状況を確認の

上、該当すると思われる場合は、令和８年

３月31日（火）までに、忘れずに申請して

ください。

　物価高対応子育て応援手当について、詳

しくは、市ホームページを御覧ください。

こども家庭センター 担当 石井

大仁庁舎

第１会議室
2026/1/15 場　所

講師に、社会福祉法人あしたか太陽の丘富士見学園施設長

鶴田安弘氏をお迎えしました。●相手の言動を受容するため

には、自信の承認のバケツをいっぱいにすると、自己肯定感

が高まる。●自己肯定感を高めるには、他者への優しい声掛

けが、自分の脳にも心地よさを与える。●自己肯定感が高ま

ると自身が変わり他者を受け入れることが出来、他者貢献が

でき、すべてに感謝できるようになる。●そのような心持ち

になれば虐待は出来なくなる。参加者からは、沢山の気づき

を得られたと大変好評でした。

社会福祉課 担当 杉山

会議名 メンタルヘルス懇話会

2026/1/24 場　所

会議名

日　時 日　時
韮山時代劇場

映像ホール

在宅医療及び介護連携推進会議　部会３

内　容 私もあなたももっと優しくなるハートフル研修

住民への普及啓発活動の令和7年度振り返り、令和

8年度の活動を検討

入佐

内　容

30

担当 田村

参加者 54 名
高齢者及び障がい者施設職員、虐待防

止ネットワーク委員等

障がい福祉課 長寿介護課

名10

内　容

担当

参加者

会議名
伊豆の国市高齢者及び障がい者虐待防止・
成年後見ネットワーク研修会

場　所日　時 2026/1/21

在宅医療及び介護連携推進委員 部会

３

　部会３の今年度の活動を振り返り、次年度の活動について

整理しました。

　委員は、韮山地区の体操教室で、人生会議について講話

と、こころづもりゲームを行っています。ゲームを一緒に

行った参加者からは、「これからのことを考えなくてはね」

「ゲームをやって楽しかった」というお声を頂いています。

　委員は、引き続き、「人生会議」の普及啓発を行ってまい

ります！

ピアスタッフからのお話

サポートセンターなかせのピアススタッフ石川さんをお招き

し、ピアとは何か？とリカバリーストーリーについてお話い

ただきました。

同じ立場を経験した石川さんの

お話は、参加者の心に届きやすく、

参加者は、石川さんのお話を熱心

に聴いていました。

参加者 名

お知らせ
　こども１人あたり２万円！

　物価高対応子育て応援手当韮山時代劇場

映像ホール

偶数月の第3月曜日に

医療と福祉の多職種勉強会を開催しています！！

あ く し ゅ 2 研修会・会議等 実施報告

伊豆保健医療センターで主催している医療と福祉の多職種勉強会は、年6回開催されており、【高齢者、障がい、児童、生

活困窮、災害】をテーマに様々な職種から素敵な取り組みをご紹介していただいています。zoom開催なので、何かしなが

ら聞くも良しです〇

次回は2月16日（月）にモンゴルで医務官をしている“北澤彰浩先生”より、ご講演いただきます！

日時 ：偶数月の第3月曜日に隔月開催 19:00～20：30

参加方法：①Zoomミーティングによるオンライン参加

URL：https://x.gd/1pApj

ミーティングID： 858 0491 4753

パスコード: 012004

対象者 ：医療・介護・福祉従事者、専門職でなくても関心のある方、市民の方も大歓迎です！！

②市役所大仁庁舎2階 第1・2会議室より合同参加

前日までに長寿介護課までご連絡ください

0558-76-8010

高齢者在宅福祉サービスをご利用の方に対し、２月中旬までに令和８年度に向けた更新通知を発送いたします。令和８

年４月以降も継続してサービスを利用したい場合には、３月４日までに送付した申請書などを提出してください。


